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一

河
川
法
（

）
（
抄
）

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号

（
河
川
及
び
河
川
管
理
施
設
）

第
三
条

（
略
）

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
河
川
管
理
施
設
」
と
は
、
ダ
ム
、
堰
、
水
門
、
堤
防
、
護
岸
、
床
止
め
、
樹
林
帯
（
堤
防
又
は
ダ
ム
貯
水
池
に
沿
つ
て
設
置

せ
き

さ
れ
た
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
帯
状
の
樹
林
で
堤
防
又
は
ダ
ム
貯
水
池
の
治
水
上
又
は
利
水
上
の
機
能
を
維
持
し
、
又
は
増
進
す
る
効
用
を
有
す
る

も
の
を
い
う
。
）
そ
の
他
河
川
の
流
水
に
よ
つ
て
生
ず
る
公
利
を
増
進
し
、
又
は
公
害
を
除
却
し
、
若
し
く
は
軽
減
す
る
効
用
を
有
す
る
施
設
を
い
う

。
た
だ
し
、
河
川
管
理
者
以
外
の
者
が
設
置
し
た
施
設
に
つ
い
て
は
、
当
該
施
設
を
河
川
管
理
施
設
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
河
川
管
理
者
が
権
原
に
基

づ
き
当
該
施
設
を
管
理
す
る
者
の
同
意
を
得
た
も
の
に
限
る
。

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
（
抄
）

二

土
地
改
良
法

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
土
地
改
良
事
業
」
と
は
、
こ
の
法
律
に
よ
り
行
う
次
に
掲
げ
る
事
業
を
い
う
。

一

農
業
用
用
排
水
施
設
、
農
業
用
道
路
そ
の
他
農
用
地
の
保
全
又
は
利
用
上
必
要
な
施
設
（
以
下
「
土
地
改
良
施
設
」
と
い
う
。
）
の
新
設
、
管
理

、
廃
止
又
は
変
更
（
あ
わ
せ
て
一
の
土
地
改
良
事
業
と
し
て
施
行
す
る
こ
と
を
相
当
と
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
二
以
上

の
土
地
改
良
施
設
の
新
設
又
は
変
更
を
一
体
と
し
た
事
業
及
び
土
地
改
良
施
設
の
新
設
又
は
変
更
（
当
該
二
以
上
の
土
地
改
良
施
設
の
新
設
又
は
変

更
を
一
体
と
し
た
事
業
を
含
む
。
）
と
こ
れ
に
あ
わ
せ
て
一
の
土
地
改
良
事
業
と
し
て
施
行
す
る
こ
と
を
相
当
と
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る

要
件
に
適
合
す
る
次
号
の
区
画
整
理
、
第
三
号
の
農
用
地
の
造
成
そ
の
他
農
用
地
の
改
良
又
は
保
全
の
た
め
必
要
な
事
業
と
を
一
体
と
し
た
事
業
を

含
む
。
）

二

区
画
整
理
（
土
地
の
区
画
形
質
の
変
更
の
事
業
及
び
当
該
事
業
と
こ
れ
に
附
帯
し
て
施
行
す
る
こ
と
を
相
当
と
す
る
次
号
の
農
用
地
の
造
成
の
工

事
又
は
農
用
地
の
改
良
若
し
く
は
保
全
の
た
め
必
要
な
工
事
の
施
行
と
を
一
体
と
し
た
事
業
を
い
う
。
）
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三

農
用
地
の
造
成
（
農
用
地
以
外
の
土
地
の
農
用
地
へ
の
地
目
変
換
又
は
農
用
地
間
に
お
け
る
地
目
変
換
の
事
業
（
埋
立
て
及
び
干
拓
を
除
く
。
）

及
び
当
該
事
業
と
こ
れ
に
附
帯
し
て
施
行
す
る
こ
と
を
相
当
と
す
る
土
地
の
区
画
形
質
の
変
更
の
工
事
そ
の
他
農
用
地
の
改
良
又
は
保
全
の
た
め
必

要
な
工
事
の
施
行
と
を
一
体
と
し
た
事
業
を
い
う
。
）

四

埋
立
て
又
は
干
拓

五

農
用
地
若
し
く
は
土
地
改
良
施
設
の
災
害
復
旧
（
津
波
又
は
高
潮
に
よ
る
海
水
の
浸
入
の
た
め
に
農
用
地
が
受
け
た
塩
害
の
除
去
の
た
め
必
要
な

事
業
を
含
む
。
）
又
は
土
地
改
良
施
設
の
突
発
事
故
被
害
（
突
発
的
な
事
故
に
よ
る
被
害
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
復
旧

六

農
用
地
に
関
す
る
権
利
並
び
に
そ
の
農
用
地
の
利
用
上
必
要
な
土
地
に
関
す
る
権
利
、
農
業
用
施
設
に
関
す
る
権
利
及
び
水
の
使
用
に
関
す
る
権

利
の
交
換
分
合

七

そ
の
他
農
用
地
の
改
良
又
は
保
全
の
た
め
必
要
な
事
業

行
政
代
執
行
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
四
十
三
号
）
（
抄
）

三第
五
条

代
執
行
に
要
し
た
費
用
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
実
際
に
要
し
た
費
用
の
額
及
び
そ
の
納
期
日
を
定
め
、
義
務
者
に
対
し
、
文
書
を
も
つ
て
そ
の

納
付
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条

代
執
行
に
要
し
た
費
用
は
、
国
税
滞
納
処
分
の
例
に
よ
り
、
こ
れ
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②

代
執
行
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
は
、
行
政
庁
は
、
国
税
及
び
地
方
税
に
次
ぐ
順
位
の
先
取
特
権
を
有
す
る
。

③

代
執
行
に
要
し
た
費
用
を
徴
収
し
た
と
き
は
、
そ
の
徴
収
金
は
、
事
務
費
の
所
属
に
従
い
、
国
庫
又
は
地
方
公
共
団
体
の
経
済
の
収
入
と
な
る
。


